
２介第 278号  

      令和２年（2020 年）８月１日  

 

高齢者福祉施設・事業所管理者 様 

 

新型コロナウイルス感染症長野県対策本部 

本部長 阿 部  守 一 

 

新型インフルエンザ等対策特別措置法第 24条第９項に基づく 

感染防止策の徹底等について（要請） 

 

 日頃から、本県の高齢者福祉施策に御理解、御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 また、新型コロナウイルス感染症対策に関する感染防止策等に格別の御高配を賜り、重ねて

御礼申し上げます。 

 さて、本県では７月 31 日に開催した新型コロナウイルス感染症長野県対策本部会議におい

て、別添のとおり、８月１日から 31 日までの長野県新型コロナウイルス感染症対応方針を定

め、法第 24 条第９項に基づき、ガイドラインの周知を通じた感染防止策の徹底及びイベント

の開催基準の遵守について引き続き要請すること等を決定しました。 

介護保険サービス等は、利用者の方々やその家族の生活を維持する上で欠かせないものであ

り、利用者や御家族等の状況を踏まえ、必要なサービスを継続的に提供することが求められま

す。 

つきましては、下記の点に留意して御対応くださいますようお願いします。 

なお、国の動向及び今後の県内の感染の状況等によっては、要請等の内容を見直す場合があ

りますので、御承知おきください。 

 

記 

 

１ 要請内容 

（１）感染防止策の徹底の継続 

 「社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について（その２）」（令和２年

４月７日付け厚生労働省健康局結核感染症課ほか連名事務連絡）、「介護老人保健施設等に

おける感染拡大防止のための留意点について」（令和２年５月４日付け厚生労働省健康局

結核感染症課ほか連名事務連絡）、「「新型コロナウイルス感染症についての相談・受診の

目安」の改訂について」（令和２年５月 11日付け厚生労働省こども家庭局総務課少子化総

合対策室ほか連名事務連絡）等を踏まえ、引き続き、感染防止策の徹底をお願いします。 

 

２ 協力を依頼する事項 

（１）感染が拡大している都道府県への往来に当たっての慎重な行動並びに感染拡大が更に進

んだ都道府県への往来の必要性等の検討、慎重な判断 



ア 感染が拡大している都道府県への往来に当たっての慎重な行動 

直近１週間の人口 10 万人当たり新規感染者数が 1.0 を上回っている都道府県への往来

に当たっては、次のとおり基本的な感染防止策の徹底など慎重な行動を取っていただく

ようお願いします。 

・人ごみを避ける 

・接待を伴う飲食店などクラスターの発生する可能性がある場所への訪問を控える 

・感染防止の３つの基本（身体的距離の確保、人混みの中でのマスク着用、手洗い・手

指の消毒）など、基本的な感染防止策を徹底する 

・当該地域から戻った後も自らの健康観察を行うとともに、行動歴について記録する。 

また、当該地域から長野県にお越しになる方にも、マスクの着用などの基本的な感染防

止策の徹底や、必ず自分の健康観察を行い、風邪症状がある場合は外出を控えること、

自己の行動歴を記録しておくことなど、感染拡大防止のためのご協力をいただくようお

願いします。 

 

（注）７月 31日現在で対象となる都道府県は、茨城県、栃木県、石川県、福井県、山梨県、

三重県、鳥取県、岡山県、徳島県、佐賀県、長崎県です。 

なお、各都道府県の直近１週間の人口 10万人当たり新規感染者数については、長野県

ホームページで公表していますので、最新の情報をご確認ください。 

https://www.pref.nagano.lg.jp/hoken-shippei/kenko/kenko/kansensho/joho/corona-doko.html 

 

イ 感染拡大が更に進んだ都道府県への往来の必要性等の検討、慎重な判断 

直近１週間の人口 10 万人当たり新規感染者数が 2.5 人を上回っている都道府県への往

来については、必要性を改めて検討していただき、慎重に判断していただくこと。また、

高齢者や基礎疾患のある方など重症化リスクの高い方については、こうした地域への往

来をできるだけ控えていただくことを検討していただき、重症化リスクの高い方に接す

る機会のある方も、往来の必要性については慎重にご検討いただくようお願いします。 

 

（注）７月 31 日現在で対象となる都道府県は、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜

県、静岡県、愛知県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、広島県、福

岡県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県です。 

 

（２）夏季の帰省について、風邪症状等、体調の異変等がある場合の慎重な対応 

   夏季における帰省については、風邪症状などの体調の異変がある場合は帰省を控えるよ

う、また、感染の拡大している地域からの帰省は慎重に対応するよう、ご家族を通じて呼

びかけていただくようお願いします。 

 

（３）会食、飲み会における感染リスクについての注意喚起 

   会食等に際しては、「３密」になりやすい場での多人数による実施や長時間におよぶ会

食、大声を出す行動等を控えるなど、感染リスクが高い行動を避けていただくこと。また、

https://www.pref.nagano.lg.jp/hoken-shippei/kenko/kenko/kansensho/joho/corona-doko.html


飲食店等を利用する場合は、「新型コロナ対策推進宣言」の実施など感染防止対策を講じ

ている店舗の利用が望ましいことを周知してください。 

 

３ その他 

（１）イベント開催基準の遵守等 

   イベントの開催に当たっては、適切な感染防止策を実施いただくとともに、開催基準を

遵守いただくようお願いします（別添「長野県新型コロナウイルス感染症対応方針（８月

１日～８月 31日）」の５（４）を参照。）。 

 

（２）参加者又は利用者名簿の作成による連絡先等の把握 

 感染拡大防止の観点から、イベントの開催に当たっては、別紙の「【参考】イベント・

観光施設等における参加者・利用者名簿の考え方について」を参考に、名簿を作成し、連

絡先等を把握しておくようお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担 当 健康福祉部介護支援課サービス係、施設係 

（課長）篠原 長久 

（担当）山本 哲也、奥原 清恵 

電 話 026-235-7121、7113 

ﾌｧｸｼﾐﾘ 026-235-7394 

電子ﾒｰﾙ kaigo-shien@pref.nagano.lg.jp 


